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 支払可能見込額の調査義務について（省令40条，72条関係） 

【意見内容】 

包括支払可能見込額の調査における年収の算定対象について、改正省令４０

条は「特定配偶者」の定義から「年収１０３万円以下の者」という限定を撤廃

し、かつ「主として配偶者の収入またはその収入及びその配偶者の収入により

生計を維持している者」（つまり共稼ぎ夫婦はこれに該当する）という定義に

拡大したうえで、「特定配偶者」に対する与信調査においては他方配偶者の同

意なく申込人と他方配偶者の年収を合算できるとしているが、反対する。 

【理由】 

改正省令４０条において，これまでは，いわゆる専業主婦などの他方配偶者

の家計管理を担っていることが通例であると解して，例外的に，他方配偶者の

同意なくその年収を算定することができるとしていたはずである。  

本改正省令の内容では、個人に対する与信審査の原則を崩すことになるため、

多重債務の防止の観点からも反対する。 

 


